
ダイオキシン類対策の経緯（主として環境省関連のもの）  

時

期  
事象・取組の状況  実態調査・環境モニタリング・調査研究  

昭

和

５

８

年  

○ごみ焼却施設の飛灰からダイオキ

シン検出。 

  

昭

和

５

９

年  

○ 厚生省の専門家会議において、当

時の知見に基づく判断が示され、報

告書がまとめられた。廃棄物処理に

係るダイオキシンの問題を評価考察

するための評価指針は 100pg-

TEQ/kg/day とされた。 
 

○ 微量有害物質環境汚染緊急実態調査  

  ・  廃棄物処分場周辺において調査。 
 

昭

和

６

０

年

度  

  ○ 有害化学物質汚染実態追跡調査  

  

・  底質と生物（魚介類）を対象にダイオキ

シン類濃度の測定を開始。６０年度は海

域（１１地域）、湖沼（３地域）、河川（１

２地域）において、底質及び生物を調

査。（６１年度は６地域での水質も併せ

て測定。平成５年度からは調査名を非

意図的生成化学物質汚染実態追跡調

査と改め、以降、９年度まで毎年実施）  
 

昭

和

６

１

年

度  

  ○ 未規制大気汚染物質モニタリンング 

  

・  ダイオキシン類について大気環境モニタ

リングを開始。６１年度は、全国２０地

点、夏冬２季、平日各２日に調査。（以

降、平成８年度まで隔年で実施、９年度

より毎年度実施。なお、８年度以降は有

害大気汚染物質モニタリングとして実施

している）  
 

平

成

２

年

度  

○ １０月、紙パルプ工場から排出される

ダイオキシン類が問題となり、これを

受けて次の取組を実施。 

  

[

1

] 

関係業界が自主的対策を実施  

  



  

[

2

] 

３年２月環境庁、厚生省、水産庁及

び通商産業省が、全国６０ヶ所の紙

パルプ工場に係る緊急調査を実施  

  

[

3

] 

３年１１月には漂白工程における脱

塩素化の推進などによるダイオキシ

ン削減の対策方針を取りまとめ 

  

[

4

] 

４年３月には関係団体等に対策の

推進について要請。 

  

以上の結果、７年度の調査では、２

年度に比較して紙パルプ工場排水

中のダイオキシン類の濃度は、約２

割にまで大幅に低減した 

○ １２月、厚生省が「ダイオキシン類発

生防止等ガイドライン」（旧ガイドライ

ン）を作成し、都道府県に通知。 
 

平

成

７

年

度  

○ ９月、中央環境審議会に対し、今後

の有害大気汚染物質対策のあり方

について諮問。 
 

 

平

成

８

年

度  

○ ５月、大気保全局及び水質保全

局が「ダイオキシン類排出抑制検

討会」を設置。ダイオキシン類の各

種発生源からの排出実態や排出

抑制技術の動向及びダイオキシン

類排出抑制対策のあり方について

検討。 

○ ５月、ダイオキシン類による健康影

響の未然防止の観点から、ダイオ

キシン類の対策強化を図るための

一環として環境保健部に「ダイオ

キシンリスク評価検討会」を設置。 

○ ６月、厚生省が「ごみ処理に係る

ダイオキシン削減対策検討会」を

設置。１０月には、緊急対策に係

る部分が中間報告として取りまと

められた。 

○ 下水処理場に係るダイオキシン類調査・

全国７カ所の下水処理場において、下水

道処理場放流水及びその近傍河川にお

けるダイオキシン類の濃度を調査。 

下水処理場に係るダイオキシン類調査

結果について

https://www.env.go.jp/press/2279.html    

https://www.env.go.jp/press/2279.html


○ １０月、中央環境審議会の「今後

の有害大気汚染物質対策のあり

方について（第二次答申）」におい

て、有害大気汚染物質該当する

可能性がある物質（２３４物質）及

びそれらの中の優先取組物質（２

２物質）のリストの１物質として、ダ

イオキオキシン類を選定。 

○ １月、厚生省が「ごみ処理に係るダイオ

キシン類発生防止等ガイドライン」（新

ガイドライン）を作成し、都道府県に通

知。 
 

平

成

９

年

度  

○ ５月、ダイオキシン類排出抑制検討

会が、８年１２月の中間報告を経て

報告書を取りまとめ。ダイオキシンリ

スク評価検討会の結果を踏まえ、排

出抑制の推進方策を提言。 

○ ５月、ダイオキシンリスク評価検討会

が、８年１２月の中間報告を経て報

告書を取りまとめ。より積極的に維

持されることが望ましい水準として、

ダイオキシン類の人体への１日の取

り込み量について「健康リスク評価

指針値（5pg-TEQ/kg/day）」を設

定。 

なお、厚生省では、８年６月に、人の

健康を維持するための許容限度とし

て、「耐容一日摂取量（ＴＤＩ：

TolerableDailyIntake、10pg-

TEQ/kg/day）」を設定。 

○ ６月、中央環境審議会が、有害大気

汚染物質対策に関する第四次答申

として「ダイオキシン類の排出抑制対

策のあり方について」答申。 

○ ７月、地方自治体との情報交換等を

行うため、「全国ダイオキシン類調査

連絡会議」を開催。 

○ ８月、大気汚染防止法施行令等の

一部を改正しダイオキシン類を指定

○ 有害大気汚染物質モニタリング 

  

・  大気汚染防止法施行令等改正に伴い

地方自治体がダイオキシン類を測定する

とされたことを受け、９年度から、地方自

治体と環境庁実施分を併せてとりまと

め、公表。 

平成９年度有害大気汚染物質モニタリ

ング調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/177.html 

 

 

平成９年度地方公共団体等における有

害大気汚染物質モニタリング調査結果

について 

http://www.env.go.jp/press/847.html   

○ 
平成９年度ダイオキシン類の総合パイロ

ット調査  

  

・  ダイオキシン類の全国総合モニタリング

調査における試料採取、分析、精度管

理、解析等の技術的な事項に関する検

討のため、試行的に実施。 

  

・  埼玉県内５地域において、大気、降下

物、底質、水質、土壌、植物及び動物の

ダイオキシン類濃度を測定。 

平成９年度ダイオキシン類の総合パイロ

ット調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/589.html  

http://www.env.go.jp/press/177.html
http://www.env.go.jp/press/847.html
http://www.env.go.jp/press/589.html


物質に指定。廃棄物焼却炉等に対

し排出抑制対策を実施させるととも

に、有害大気汚染物質の大気環境

モニタリングとして地方自治体がダイ

オキシン類を測定することとされた

（９年１２月から施行 )。 

○ ８月、厚生省が廃棄物処理法に基

づく政省令を改正し、廃棄物焼却施

設の構造や維持管理の基準を強化

（９年１２月施行。１１年３月、１２年

９・１２月及び１３年７月対象施設追

加等実施）。また、市町村のごみ焼

却施設に対し、ダイオキシン類の排

出削減に資する施設整備を補助。 

○ ８月、環境庁としてダイオキシン対策

の総合的な推進を図るため、「ダイオ

キシン対策に関する５カ年計画」を

策定。 

○ ９月、ダイオキシン類に係る「大気環

境指針」として、年平均として 0.8pg-

TEQ/m３を設定。 

○ ９月、環境庁と通商産業省が策定し

ている「事業者による有害大気汚染

物質の自主管理促進のための指

針」を改正し、自主管理によって排

出量を削減する対象物質としてダイ

オキシン類を追加。 

○ ９月、関係省庁との連携を図るた

め、専門家からなる「ダイオキシン類

総合調査検討会」を開催。 

○ １０月、「有害大気汚染物質測定方

法マニュアル」において環境大気及

び排ガス中のダイオキシン類の測定

方法を示し、都道府県等に通知。 

○ １月、地方自治体における有害大気

汚染物質のモニタリングの実施にあ

たり指針として示している「有害大気

汚染物質モニタリング指針」を一部

改正し、ダイオキシン類を追加。 

 

  

○ 
公共用水域の水質におけるダイオキシン

類調査（平成９年度）  

  

・  ２年度からダイオキシン類について水質

調査を行ってきたが、９年度に全国１２

地点の河川（２カ所）及び海域（１０カ

所）において、水質を 調査。 

公共用水域の水質におけるダイオキシン

類調査結果（平成９年度）  

http://www.env.go.jp/press/175.html  

○ アルミ製品製造工場排水に係るダイオキ

シン類調査（平成９年度）  

  ・  通商産業省と協力して、アルミ製品製造

工程由来の事業排水がある１２工場を

対象に排水中のダイオキシン類の濃度

を調査。 

アルミ製品製造工場排水に係るダイオキ

シン類調査結果（平成９年度 .html）  

http://www.env.go.jp/press/208 .html 

 

  
○ 平成９年度ダイオキシン類排出実態調

査  

  ・  ダイオキシン類対策の一環として、排出

実態が不明な施設等を対象に排出ガス

中のダイオキシン類の濃度を調査。 
 ・  対象施設  

    

焼結炉（６施設）、アルミニウム溶解炉

（４施設）、未規制小型廃棄物焼却炉

（３施設）、大型ディーゼルトラック（１台。

試行的に実施）、一般廃棄物焼却施設

（３施設＊）、産業廃棄物焼却施設（３

施設＊）、セメントキルン（２施設＊）及

びＲＤＦ焼却施設（１施設＊）について、

ダイオキシン類を測定。 

  
＊については、当時ダイオキシン類に含

まれていなかったコプラナーＰＣＢについ

ても測定。 

http://www.env.go.jp/press/175.html
http://www.env.go.jp/press/208.html


○ １月、「ダイオキシン類に係る土壌調

査暫定マニュアル」を作成、都道府

県等に通知。 

○ ２月、埼玉県浦和市において、「ダイ

オキシン問題シンポジウム」を開催。 
 

平成９年度ダイオキシン類排出実態調

査結果について 

http://www.env.go.jp/press/201.html 

   

平

成

１

０

年

度  

○ ４月、廃棄物焼却炉に係るばいじん

規制を大幅に強化。 

○ ５月、名古屋市において、「ダイオキ

シン問題シンポジウム」を開催。 

○ ５月、大阪府豊能郡において、ごみ

焼却施設周辺の土壌から高濃度の

ダイオキシン類が検出されたことなど

を受け、「土壌中のダイオキシン類に

関する検討会」を設置し、土壌中の

ダイオキシン類のリスク評価や対策

について検討を開始。 

○ ５月、WHO の専門家会議において、

耐容一日摂取量 (TDI)が従来の１０

pg-TEQ/kg/day から１～４pg-

TEQ/kg/day へ変更。 

○ ７月、「ダイオキシン類に係る底質調

査暫定マニュアル」「ダイオキシン類

に係る水質調査マニュアル」及び「野

生生物のダイオキシン類汚染状況調

査マニュアル」を作成、都道府県等

に通知。 

○ ９月、厚生省が大阪府豊能郡のごみ

焼却施設の調査を行った結果、高濃

度のダイオキシン類汚染が判明。環

境庁では、大気汚染防止法及び水

質汚濁防止法に基づき、類似施設

に対する立入検査を実施し、１２月

にその結果を公表。また、同施設の

周辺で、ダイオキシン類に関して大

気等の環境と人の曝露状況に関す

る調査を地元自治体と連携して実施

中。 

○ 有害大気汚染物質モニタリング平成１０

年度地方公共団体等における有害大気

汚染物質モニタリング調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/2032.html 

  
○ ダイオキシン類緊急全国一斉調査（平成

１０年度実施）  

  ・  環境大気、降下ばいじん、公共用水域

水質、地下水質、公共用水域底質、土

壌及び水生生物の汚染実態について、

全国統一的な方法で把握。 

  ・  発生源周辺、大都市、中小都市、バック

グランド等について、全国約４００地点

（媒体により異なる）で上記６媒体の測

定を行った。 

ダイオキシン類緊急全国一斉調査結果

について(平成１０年度実施 ) 

http://www.env.go.jp/press/1908.html 

 

  

○ 平成１０年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類調査  

  ・  農林水産省の協力を得て、全国５２地

点において、農用地土壌及び農作物の

ダイオキシン類の濃度を測定。平成１０

年度農用地土壌及び農作物に係るダイ

オキシン類調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/1364.html 

  
○ 平成１０年度ダイオキシン類コアサンプリ

ング調査（年代別ダイオキシン類測定）  

  ・  ダイオキシン類の環境中での挙動や人

への暴露状況を評価する際の参考とす

るため、全国の４水域（東京湾、霞が

http://www.env.go.jp/press/201.html
http://www.env.go.jp/press/2032.html
http://www.env.go.jp/press/1908.html
http://www.env.go.jp/press/1364.html


○ ９月、「ダイオキシン類に係る水生生

物調査暫定マニュアル」を作成、都

道府県等に通知。 

○ ９月、ダイオキシン排出抑制対策検

討会を開催し、ダイオキシン類及びコ

プラナーPCB に関して必要な排出抑

制対策の推進方策の検討開始。 

○ １０月、「環境測定分析統一精度管

理調査」において、従来実施してい

た金属等を対象とした調査にダイオ

キシン類を対象とした調査を追加し

て実施。（以降、地方公共団体及び

民間分析機関の参加を得て、１３年

度まで継続実施し、毎年度その結果

を公表。１４年度においても実施中）  

○ １１月、「ダイオキシン等対策関係省

庁会議（内閣官房、環境庁、厚生

省、農林水産省、通商産業省及び

労働省の局長クラス）」を開催し、環

境庁及び厚生省が合同で TDI の見

直しを行うこと、実態調査について関

係省庁で協力体制を更に強化してい

くこと、ダイオキシン等対策に関する

取りまとめを行うこと等を決定。 

○ １月、ダイオキシン類の耐容一日摂

取量見直しのための環境庁と厚生

省との合同審議会会合開催。 

○ ２月、埼玉県所沢市の野菜及び茶

のダイオキシン問題に関する調査の

実施等に当たっての連絡体制を強

化するため、環境庁、厚生省、農林

水産省の三省庁連絡会議を設置。

３月２５日に調査結果を公表。 

○ ２月２３日、ダイオキシンによる環境

汚染及び人の健康への影響をめぐ

る諸施策について、関係行政機関相

互の緊密な連絡を確保し、その効果

的かつ総合的な推進を図るため、ダ

浦、水島沖及び榛名湖）の６地点でコア

サンプリング調査を実施。 

平成１０年度ダイオキシン類コアサンプリ

ング調査（年代別ダイオキシン類測定）

結果について 

http://www.env.go.jp/press/1684.html 

 

  

○ ダイオキシン類の人体、血液、野生生物

及び食事中の蓄積状況等調査－平成１

０年度調査－  

  ・  人体については、ダイオキシン類に関し

て、我が国における人の臓器（肝臓、脂

肪組織、血液、脳、精巣又は卵巣）及び

臍帯の平均的な蓄積状況を調査。 

  ・  血液については、全国６地域の一般環

境地域（計２３４人）及び廃棄物焼却施

設周辺１地域（１９人）に居住する合計２

５３人の住民について、血液中のダイオ

キシン類濃度を測定。 

  ・  野生生物については、環境汚染の指標

の一つとして野生生物（魚類、両生類、

鳥類、海棲哺乳類、陸棲哺乳類）へのダ

イオキシン類の蓄積状況について実態

調査。 

  ・  食事については、９年度及び１０年度に

陰膳方式により採取した食事試料を活

用して、計４８試料について、試験的に

臭素系ダイオキシンを測定するとともに、

参考として、併せて塩素系のダイオキシ

ン類を測定した。 

ダイオキシン類の人体、血液、野生生物

及び食事中の蓄積状況等について－平

成１０年度調査結果－  

http://www.env.go.jp/press/1837.html 

 

  

○ 平成１０年度ダイオキシン類長期大気曝

露影響調査  

http://www.env.go.jp/press/1684.html
http://www.env.go.jp/press/1837.html


イオキシン対策関係閣僚会議を開催

することを閣議口頭了解。 

○ ２月２４日、ダイオキシン対策関係閣

僚会議の第１回会議開催。「政府に

おけるダイオキシン対策の推進につ

いて」を申し合わせ。 

○ ３月３０日、同月１９日に開催された

ダイオキシン対策関係閣僚会議の第

２回会議において取りまとめられた

「ダイオキシン対策推進基本指針

（案）骨子」に基づき「ダイオキシン対

策推進基本指針」を策定。 

○ ３月、「有害大気汚染物質測定方法

マニュアル」を改正し、コプラナＰＣＢ

ｓを追加。併せて、「有害大気汚染

物質モニタリング指針」を一部改正。 
 

  ・  大気等の環境要因によるダイオキシン類

の摂取と人への蓄積状況との関連につ

いて調査するため、摂取経路ごとにダイ

オキシン類等の濃度を測定すると共に、

人の血液中ダイオキシン類等の濃度を

測定。 

  ・  調査対象地域及び対象者数  

大阪府能勢町地域及び埼玉県地域に

おける廃棄物焼却施設周辺地区（大阪

府：１５人、埼玉県：１６人）及び対照地

区（大阪府：１７人、埼玉県：１５人）  

  ・  調査対象媒体  

血液、大気、土壌、表面サンフ°リン

ク゛、降下ばいじん、室内空気、ハウスダ

スト、食事、地下水  

平成１０年度ダイオキシン類長期大気曝

露影響調査の結果について（第１次報

告）  

http://www.env.go.jp/press/2036.html 

 

 

平成１０年度ダイオキシン類長期大気曝

露影響調査の結果（第２次報告）につい

て 

http://www.env.go.jp/press/1079.html 

 

  

○ 公共用水域に係るダイオキシン類重点

調査  

  ・  ９年度から１０年度に実施したダイオキ

シン類による環境汚染状況調査の結果

を踏まえ、比較的高濃度の汚染が見ら

れた１０地域の河川を対象に、１０年度

から１１年度にかけてこれら地域の河川

の水質及び底質について汚染状況を追

跡し、汚染の地域的な広がりを確認。 

公共用水域に係るダイオキシン類重点

調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/1478.html 

http://www.env.go.jp/press/2036.html
http://www.env.go.jp/press/1079.html
http://www.env.go.jp/press/1478.html


 

  

○ 海洋環境モニタリング調査（平成１０～１

２年度）  

  ・  １０～１２年度に実施した海洋環境モニ

タリング調査の一環として、水質、底質

及び海生生物中に蓄積されたダイオキ

シン類の濃度を測定。 

海洋環境モニタリング調査結果（平成１

０～１１年度，中間報告）  

http://www.env.go.jp/press/1387.html 

 

  

○ 平成１０年度非意図的生成化学物質汚

染実態追跡調査  

  ・  臭素化ダイオキシンを対象とした環境調

査を実施。 

  ・  調査対象媒体  底質、生物（魚類）  

  ・  調査対象地域  河川１４地域、湖沼３地

域、海域１２地域  

（以降、１２年度まで毎年実施。なお、１

２年度は底質を対象に３６地点（河川１

７，湖沼３、海域１６）で実施）  

平成１１年版「化学物質と環境」につい

て 

（４．平成 10 年度非意図的生成化学物

質汚染実態追跡調査結果の概要）  

http://www.env.go.jp/press/2428.html   

 

 

 

 

 

平

成

１

１

年

度  

○ ６月２１日、環境庁及び厚生省の合

同審議会が、ダイオキシンの耐容一

日摂取量の見直しを行い、４pg-

TEQ/kg/day と取りまとめ。 

○ ６月２５日、ダイオキシン排出抑制対

策検討会が、ダイオキシン類の排出

量目録（排出インベントリー）を作

成、公表。排出総量は、９年と比較し

て、１０年は半分以下に低減。 

○ ７月、在日米軍厚木海軍飛行場及

び同飛行場周辺における日米共同

○ 有害大気汚染物質モニタリング平成１１

年度地方公共団体等における有害大気

汚染物質  

モニタリング調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/1474.html 

 

  

○ 平成１１年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類実態調査  

  ・  農林水産省と連携し、全国１８８地点に

おいて、農用地土壌及び農作物のダイ

http://www.env.go.jp/press/1387.html
http://www.env.go.jp/press/2428.html
http://www.env.go.jp/press/1474.html


モニタリング（大気・土壌調査）を開

始。大気調査は、１３年５月まで継

続実施した後、日本側単独調査とし

て１３年１２月まで実施。 

○ ７月１２日、環境基準、排出ガス及

び排出水に関する規制等について規

定した「ダイオキシン類対策特別措

置法」が、議員提案により成立。同

月１６日公布（平成１１年法律第

105 号）。 

○ ７月１４日、土壌中のダイオキシン類

に関する検討会の「第一次報告」を

受け、土壌中のダイオキシン類につ

いて暫定ガイドラインを都道府県等

に通知（暫定的なガイドライン値：

1,000pg-TEQ/g 及びダイオキシン類

汚染土壌対策の考え方について）。 

○ ７月１４日、中央環境審議会に対

し、ダイオキシン類による土壌の汚染

に係る環境基準の設定等について

諮問。（土壌農薬部会に付議）  

○ ８月２日、中央環境審議会に対し、

ダイオキシン類対策特別措置法に基

づく水質の汚濁に係る環境基準の

設定、特定施設の指定及び水質排

出基準の設定等について諮問。（水

質部会に付議）  

○ ８月３１日、中央環境審議会に対

し、ダイオキシン類対策特別措置法

に基づく廃棄物の最終処分場の維

持管理基準の設定等について諮

問。（廃棄物部会に付議）  

○ ９月３日、中央環境審議会に対し、

ダイオキシン類対策特別措置法第２

９条第１項のダイオキシン類土壌汚

染対策地域の指定要件について諮

問。（土壌農薬部会に付議）  

オキシン類の濃度を測定。 

平成１１年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類実態調査結果につ

いて 

http://www.env.go.jp/press/1418.html 

 

  

○ 平成１１年度「子どもの遊び場」のダイオ

キシン類実態調査  

  ・  子どもの遊び場における土壌中のダイオ

キシン類濃度の実態及び子供の遊び場

の利用状況等を明らかにすることを目的

として、全国 354 地点において調査を実

施。 

平成１１年度「子供の遊び場」のダイオ

キシン類実態調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/1704.html 

 

  

○ 平成１１年度公共用水域等のダイオキシ

ン類調査  

  ・  水環境中におけるダイオキシ類の実態を

全国的に把握し、環境基準の検証等に

必要な知見の集積を図るため、１０年度

緊急全国一斉調査に引き続き、公共用

水域の水質（568 地点）、底質（542 地

点）、水生生物（2832 検体）及び地下水

質（296 地点）について調査。（一級河川

については建設省が調査分担）  

平成１１年度公共用水域等のダイオキ

シン類調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/1486.html 

 

  

○ 廃棄物の最終処分場周辺におけるダイ

オキシン類調査  

  ・  全国２１施設を対象に、焼却灰等の廃

棄物が埋立られている最終処分場から

の排水及び排水の放流先の河川等周

http://www.env.go.jp/press/1418.html
http://www.env.go.jp/press/1704.html
http://www.env.go.jp/press/1486.html


○ ９月２８日、ダイオキシン類対策特別

措置法を踏まえて「ダイオキシン対策

推進基本指針」を改定。 

○ １２月１０日、中央環境審議会が、

各関係部会の取りまとめを受け、以

下のとおり答申。  
・  「今後の有害大気汚染物質対策の

あり方について（第五次答申）（大

気汚染に係るダイオキシン類の環

境基準及び排出抑制対策のあり方

について」）   
・  「ダイオキシン類対策特別措置法

に基づく水質の汚濁に係る環境基

準の設定、特定施設の指定及び水

質排出基準の設定等について」   
・  「ダイオキシン類による土壌の汚染

に係る環境基準の設定等及びダイ

オキシン類土壌汚染対策地域の指

定の要件について」   
・  「ダイオキシン類による土壌の汚染

に係る環境基準の設定等及びダイ

オキシン類土壌汚染対策地域の指

定の要件について」   
・  「ダイオキシン類対策特別措置法

に基づく廃棄物の最終処分場の維

持管理基準の設定等について」  

○ １２月、厚生省が「高濃度ダイオキシ

ン類汚染物分解処理技術マニュア

ル」を作成。 

○ １２月２７日、特定施設、耐容一日

摂取量、土壌汚染対策地域の指定

要件等について規定した「ダイオキシ

ン類対策特別措置法施行令」を制

定（平成１１年政令第 433 号）。 

○ １２月２７日、排出基準、測定方法

等を規定した「ダイオキシン類対策

特別措置法施行規則」を制定（平成

１１年総理府令第 67 号）。 

辺環境中におけるダイオキシン類濃度を

調査。  

廃棄物の最終処分場周辺におけるダイ

オキシン類調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/942.html 

 

  

○ 野生生物のダイオキシン類蓄積状況等

調査（平成１１年度）  

  ・  ダイオキシン類の野生生物への蓄積状

況等を把握するため、１０年度に引き続

き、鳥類、海棲哺乳類、陸棲哺乳類につ

いて、ダイオキシン類を実測調査。 

野生生物のダイオキシン類蓄積状況等

調査結果について 

－平成１１年度調査結果－  

http://www.env.go.jp./press/1286.html 

 

  

○ 平成１１年度ダイオキシン類精密暴露調

査  

  ・  人の健康に対する環境要因等の影響評

価を行うため、暴露評価をより精密に行

い把握することを目的として実施。 

  ・  調査対象地域及び対象者数  

大阪府能勢町地域、埼玉県地域及び広

島県府中市地域における廃棄物焼却施

設周辺地区（大阪府：２２人、埼玉県（２

地区）：１４＋２２人、広島県：１６人）及

び対照地区（大阪府：１５人、埼玉県：１

３人、広島県：１９人）  

  ・  調査対象媒体  

血液、大気、土壌、表面サンプリング、降

下ばいじん、、室内空気、ハウスダスト、

食事、地下水、河川水  

  ・  動物実験では微量のダイオキシン類によ

り起こることが知られている薬物誘導酵

素の誘導や免疫能への影響等が、各地

区の対象者に認められるかについても試

http://www.env.go.jp/press/942.html
http://www.env.go.jp./press/1286.html


○ １２月２７日、ダイオキシン類による

大気の汚染、水質の汚濁及び土壌

の汚染に係る環境基準について告

示（平成１１年環境庁告示第 68

号）。 

○ １月「ダイオキシン類に係る土壌調

査測定マニュアル」作成。 

○ １月１４日、ダイオキシン類対策特別

措置法に基づく廃棄物の最終処分

場に係る維持管理の基準を定める

命令を制定（平成１２年総理府・厚

生省令第 2 号）。 

○ １月１４日、廃棄物処理法に基づく

政省令を改正し、廃棄物焼却炉おい

て生じた燃え殻、ばいじん、汚泥のう

ち、一定濃度以上のダイオキシン類

を含むものを特別管理廃棄物に指

定し、処分基準を設定（１２年１月１

５日施行。１４年１０月特別管理産

業廃棄物の追加等実施）。 

○ １月１５日、「ダイオキシン類対策特

別措置法」の施行。 

○ ３月、「ダイオキシン対策基本指針」

に基づく調査研究及び技術開発の

総合的計画作成。［関係省庁］  

○ ３月、「ダイオキシン類に係る底質調

査マニュアル」作成。 

○ ３月、引地川水系の高濃度ダイオキ

シン類汚染問題に対して、環境庁、

神奈川県及び藤沢市が連絡調整会

議を設置し、汚染原因の解明、今後

の汚染防止対策を検討。５月３１日

に調査検討結果及び汚染原因者に

対する行政措置状況等を公表。 
 

行的に調査ダイオキシン類精密暴露調

査の結果について－平成１１年度調査

結果－  

http://www.env.go.jp/press/1329.html 

 

  

○ 平成１１年度非意図的生成化学物質汚

染実態追跡調査・１０年度に引き続き、

臭素化ダイオキシンを対象とした環  

境調査を実施。 

平成１２年版「化学物質と環境」につい

て 

（４．平成１１年度非意図的生成化学物

質汚染実態追跡調査結果の概要）  

http://www.env.go.jp/press/1983.html 

 

  

  

 

 

 

平

成

○ ５月、「ダイオキシン類に係る大気調

査マニュアル」作成。 

○ ６月１６日、ダイオキシン類対策特別

措置法に基づき地方公共団体が行

う事務のうち、法定受託事務である

○ 平成１２年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類実態調査  

  ・  農林水産省と連携し、全国１８８地点に

おいて、農用地土壌及び農作物のダイ

オキシン類の濃度を測定。 

http://www.env.go.jp/press/1329.html
http://www.env.go.jp/press/1983.html


１

２

年

度  

土壌の常時監視に関する処理基準

を定めた。 

  ・  ダイオキシン類対策特別措置法に

おける土壌の常時監視に係る法定

受託事務の処理基準について 

○ ６月２９日、WHO-TEF(1998)による１

１年のダイオキシン類の排出量目録

（排出インベントリー）を作成、公表。

排出総量は、９年からの２年間で６

割を超える削減。 

○ ９月２２日、「我が国における事業活

動に伴い排出されるダイオキシン類

の量を削減するための計画」を策

定。 

○ １０月２５日、ダイオキシン類未規制

発生源調査検討会を設置。 

○ １１月１４日、「ダイオキシン類の環

境測定に係る精度管理指針」を策

定。 

○ １２月、ダイオキシン対策関係閣僚

会議を廃止。 

○ １２月２６日、「平成１３年度に環境

省が実施するダイオキシン類の請負

調査の受注資格審査について」公

告。（審査結果の最終公表：１３年８

月２０日。以降、１４年度及１５年度

実施調査について受注資格審査を

実施）  

○ １月６日、ダイオキシン類対策関係

省庁会議を設置（構成：内閣府、総

務省、外務省、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、環境省及び警察庁の局

長クラス）。 

○ ３月２４日、廃棄物処理法施行規則

の一部改正により「焼却設備」の構

造に係る規定を強化（１４年１２月１

日施行）。 

平成１２年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類実態調査結果につ

いて 

http://www.env.go.jp/press/2817.html 

 

  

○ 平成１２年度水田等農用地を中心とした

ダイオキシン類の排出実態調査  

  ・  水田を中心とし、土壌中に残留するダイ

オキシン類の排出移行の有無等の実態

を把握するため、水田一筆調査（３ヶ所）

及び水田圃場調査（１ヶ所）を実施。 

平成１２年度水田等農用地を中心とした

ダイオキシン類の排出実態調査結果に

ついて 

http://www.env.go.jp/press/2816.html 

 

  

○ 平成１２年度精巣・臍帯調査   
・  １１年度に引き続き、臍帯のダイオキシ

ン類蓄積状況を調査。（２０検体）  

平成１３年度第２回内分泌攪乱化学物

質問題検討会について（２-（２）平成１２

年度精巣・臍帯調査結果）  

http://www.env.go.jp/press/2886.html 

 

  

○ 平成１２年度臭素系ダイオキシン類に関

する調査   
・  ダイオキシン類対策特別措置法附則第

２条の趣旨を踏まえ、臭素系ダイオキシ

ン類の存在状況に関するパイロット調査

を実施。  
・  調査地域  

焼却施設周辺地域、一般都市地域、対

象地域（農村地域）・調査対象媒体  

大気、降下ばいじん、土壌、地下水、水

質、底質、水生生物（魚介類）、野生生

物（鳥類、哺乳類）、食事  

http://www.env.go.jp/press/2817.html
http://www.env.go.jp/press/2816.html
http://www.env.go.jp/press/2886.html


○ ３月３０日、「ダイオキシン類の環境

測定を外部に委託する場合の信頼

性の確保に関する指針」を策定。 
 

平成１２年度臭素系ダイオキシン類に関

する調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/3003.html 

 

  

○ ダイオキシン類の野生生物における蓄積

状況及び人における暴露量調査－平成

１２年度調査－   
・  野生生物のダイオキシン類蓄積状況等

調査について、１０年度以降の調査結果

を比較すると寿命の長い鳥類、海棲哺

類では蓄積量の変化は認められなかっ

たものの、寿命の短いアカネズミでは優

位に蓄積量が減少。  
・  人の暴露調査政府機関及び地方公共

団体が行った調査結果から推計した総

暴露量は 2.3pg-TEQ/kg/day となり、食

事からの摂取が約９割を占め、従来の

推計結果と同様の傾向を示した。 

ダイオキシン類の野生生物における蓄積

状況及び人における暴露量調査の結果

について－平成１２年度調査結果－  

http://www.env.go.jp/press/3160.html 

 

  

○ ダイオキシン類精密暴露調査－平成１

２，１３年度調査－・人の健康に対する

環境要因等の影響評価を行うため、暴

露評価をより精密に行い把握することを

目的として実施。  
・  調査対象地域及び対象者数  

大阪府能勢町地及び埼玉県地域におけ

る廃棄物焼却施設周辺地区（大阪府：

２４人、埼玉県 (２地区 )１３＋２１人）及

び対照地区（大阪府：１２人、埼玉県：８

人）   
・  調査対象媒体  

血液、大気、土壌、降下ばいじん、室内

空気、食事、飲料水等  

http://www.env.go.jp/press/3003.html
http://www.env.go.jp/press/3160.html


 
・  １１年度以降の経年変化については、埼

玉県地域の大気及び室内空気で減少

傾向が認められたが、食事、個人暴露

量及び血液濃度では年度間の明確な差

は認められなかった。 

ダイオキシン類精密暴露調査の結果に

ついて－平成１２，１３年度調査結果－  

http://www.env.go.jp/press/3258.html 

 

  

○ 平成１２年度非意図的生成化学物質汚

染実態追跡調査   
・  １０、１１年度に引き続き、臭素化ダイオ

キシンを対象とした環境調査を実施。平

成１２年度化学物質環境汚染実態調査

結果について 

（４．平成１２年度非意図的生成化学物

質汚染実態追跡  

調査結果）  

http://www.env.go.jp/press/3130.html   

平

成

１

３

年

度  

○ ５月、ダイオキシン類対策特別措置

法に基づき地方自治体が行う事務

のうち、法定受託事務である常時監

視に関する事務の処理基準を定め

た。 

  ・  ５月２１日制定：ダイオキシン類対策

特別措置法第２６条の規定に基づく

大気のダイオキシン類による汚染の

状況の常時監視に関する事務の処

理基準  

  ・  ５月３１日制定：ダイオキシン類対策

特別措置法に基づく水質（水底の底

質を含む。）の常時監視に係る法定

受託事務の処理基準  

○ ７月３０日、１１年１２月１日から１２

年１１月３０日までの１年間の一般

廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼

却施設における排ガス中のダイオキ

シン類濃度等を取りまとめ、総排出

○ 平成１３年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類実態調査  

  ・  １２年度に引き続き、農林水産省と連携

し、全国１１３地点において、調査を実

施。 

平成１３年度農用地土壌及び農作物に

係るダイオキシン類実態調査結果につ

いて 

http://www.env.go.jp/press/3850.html 

 

  

○ 平成１３年度水田等農用地を中心とした

ダイオキシン類の排出実態調査  

    １２年度に引き続き、水田一筆調査（４ヶ

所）及び水田圃場郡調査（１ヶ所）を実

施。 

水田等農用地を中心としたダイオキシン

類の排出実態調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/3849.html 

http://www.env.go.jp/press/3258.html
http://www.env.go.jp/press/3130.html
http://www.env.go.jp/press/3850.html
http://www.env.go.jp/press/3849.html


量の推計の結果とともに公表。両施

設における総排出量の合計は、前年

に比較して、約２３％減少。 

○ ８月、「ダイオキシン類に係る大気調

査マニュアル」を改訂し、従来の２４

時間サンプリングの手法に、１週間

サンプリングの手法を追加。 

○ １０月１９日、廃棄物処理法施行規

則に規定する廃棄物焼却施設の維

持管理基準を改正し、セメントキルン

等において３月に１回以上ダイオキ

シン類を測定する場合、一酸化炭素

濃度基準適用除外（同日施行）。 

○ １１月２１日、ダイオキシン類対策特

別措置法に規定する特定施設（水

質基準適用施設）として硫酸カリウ

ムの製造に係る施設等を追加（１３

年１２月１日施行）。 

○ １２月６日、中央環境審議会に対

し、ダイオキシン類対策特別措置法

に基づく水質の汚濁のうち水底の底

質の汚染に係る環境基準の設定等

について諮問。（水環境部会に付

議）  

○ １２月１８日、ダイオキシン類対策特

別措置法の規定に基づく事務の実

施状況等について、以下のとおりとり

まとめ公表。  
・  １２年度法施行状況（規制及び土壌

汚染対策の状況）   
・  １２年度常時監視等環境調査結果   
・  ダイオキシン類の排出量の目録（排

出インベントリー）  

ダイオキシン類の排出総量は、９年

からの１２年までの３年間で概ね７

割削減。 
 

 

  

○ 平成１３年度臭素系ダイオキシン類に関

する調査  

  １２年度に引き続き、臭素系ダイオキシン

類の存在状況に関するパイロット調査を

実施。 

  ・  検出感度を向上させたこと及び調査対

象を拡大したことにより、１２年度に検出

されなかった媒体等（地下水、水質及び

野生生物）から新たな検出が確認され

た。平成１３年度臭素系ダイオキシン類

に関する調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/3839.html 

 

  

○ ダイオキシン類の野生生物における蓄積

状況等及び人における暴露量調査－平

成１３年度調査－・野生生物について、

１０年度以降継続している蓄積状況の調

査に加え、トビを用いてダイオキシン類の

蓄積による影響に関する調査を行った。 

  ・  環境省等の政府機関及び地方公共団

体が行った１２年度の調査結果から推

計した個人総暴露量は 1.50pg-

TEQ/kg/day となり、食事からの摂取が

約９割を占め、前年度推計結果より減

少していた。 

ダイオキシン類の野生生物における蓄積

状況等及び人における暴露実態調査の

結果について－平成１３年度調査結果

－  

http://www.env.go.jp/press/3838.html 

 

 

  

平成１２年度ダイオキシン類に係る環境

調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/3048.html   

http://www.env.go.jp/press/3839.html
http://www.env.go.jp/press/3838.html
http://www.env.go.jp/press/3048.html


平

成

１

４

年

度  

○ ６月２４日、中央環境審議会が水環

境部会の取りまとめを受け、「ダイオ

キシン類対策特別措置法に基づく水

質の汚濁のうち水底の底質の汚染

に係る環境基準の設定等について」

答申。 

○ ７月２２日、ダイオキシン類による水

底の底質の汚染に係る環境基準を

告示（「ダイオキシン類による大気の

汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染

に係る環境基準についての一部を改

正する件」平成１４年環境省告示第

46 号。１４年９月１日から施行）する

とともに、常時監視に係る法令受託

事務の処理基準を改正。 

○ ７月３０日、１２年１２月１日から１３

年１１月３０日までの１年間の一般

廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼

却施設における排ガス中のダイオキ

シン類濃度等を取りまとめ、総排出

量の推計の結果とともに公表。両施

設における総排出量の合計は、前年

に比較して、約１４％減少。 

○ ７月３１日、ダイオキシン類対策特別

措置法に規定する特定施設（水質

基準適用施設）としてカーバイト法ア

セチレン製造施設に係る施設等を追

加（１４年８月１５日施行）。 

○ ８月３０日、水銀、ＰＣＢに加えダイオ

キシン類に汚染された底質の対策を

講ずるに当たっての留意事項等を取

りまとめた「底質の処理・処分等に関

する指針」を定め、都道府県等に通

知。 

○ １０月、ポリブロモジベンゾ－パラ－

ジオキシン及びポロブロモジベンゾフ

ランの調査方法について暫定マニュ

アル制定。 

平成１３年度ダイオキシン類に係る環境

調査結果について 

http://www.env.go.jp/press/3792.html  

http://www.env.go.jp/press/3792.html


○ １０月２３日、廃棄物処理法施行令

改正により、ダイオキシン類対策特

別措置法に基づく特定施設から排

出される廃棄物であってダイオキシン

類を含むものを特別管理廃棄物に

追加（平成１５年４月１日施行予

定）。 

○ １２月６日、ダイオキシン類対策特別

措置法の規定に基づく事務の実施

状況等について、以下のとおりとりま

とめ公表。 

  
・  １３年度法施行状況（規制及び土壌

汚染対策の状況）  

  ・  １３年度常時監視等環境調査結果  

  

・  ダイオキシン類の排出量の目録（排

出インベントリー）  

ダイオキシン類の排出総量は、９年

からの１３年までの４年間で概ね７

７％削減。 
 

   


